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はしがき

家事事件手続法が，家事審判法の手続を約 60年ぶりに大改正して平成
25年 1月 1日に施行されてから 4年が経過し，調停に代わる審判の対象事
件の拡大，申立書写しの送付や子の意思把握の規定の新設等の適正で合理的
な審理を実現するための様々な改正を踏まえた新しい実務が定着しつつある
一方で，家事事件の新受事件数は平成 28年度には 100 万件を超え，家裁の
手続による家事紛争解決に対する期待はますます高まっている状況にある。
したがって，家事事件の手続に関与する実務家は，従来の家事紛争でイメ

ージされてきた家事調停の話合いによる解決の枠組みだけでなく，紛争発生
前の時点から紛争発生後その終局までの間において，選択可能な各種の手続
及びそこでポイントとなる事実及び証拠を見通した上で，紛争予防の効果的
な対策を取り，また紛争発生後は的確な手続選択と各手続における適切な主
張立証をすることが必要不可欠となっている。

そこで，本書は，家事事件手続法施行当時に東京家裁に在籍し，改正後の
新しい実務の定着に向けて様々な検討を行っていた裁判官 3名と，家事調
停官や弁護士会の家事事件の運用に関する委員会のメンバー等として，家事
事件の運用に深く関わってきた弁護士 5名とが議論を重ね，家事事件で最
も典型的な離婚紛争 2件と相続紛争 2件の事例を作り上げ，いずれも，エ
ピソード（物語）形式で手続の進行をシミュレートして，裁判所，双方当事
者（代理人），調停委員会等の具体的なやりとりを示し，家事紛争の予防（例
えば，Episode 3の成年後見申立手続や Episode 4の公正証書遺言作成手続）も
視野に入れながら，事案の流れに沿って各手続のポイントについて詳細な解
説をしたものである。
なお，上記のとおり，本書の 4つのエピソードはいずれも架空の事例を

ゼロから創作したものであり，読者ができるだけ現実の家事事件において裁
判所職員や代理人弁護士が行う手続をイメージできるよう，様々な書面（例
えば，Episode 2では，家裁調査官が作成する詳細な調査報告書）を示している
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が，これも執筆者らの創作である。実務でよく問題となる離婚や遺産分割の
典型的な事件は，類似している要素や争点を抱えたものが少なくなく，読者
の中には，本書の事例が実際の事件に似ていると思われる方もおられるかも
しれないが，どの事例も架空のものであって実際の事件ではないことにご留
意願いたい。

ところで，本書のスタイルは，非公開で実施される家事審判・調停事件の
手続（家事事件手続法 33条。裁判所が相当と認める者の傍聴は許されるが，例
外的なものである）における裁判官，双方当事者（代理人）及び調停委員会等
の具体的なやりとりを示している点で，同じく有斐閣から出版されている民
事訴訟手続における争点整理を対象にした林道晴 =太田秀哉編『ライブ争点
整理』（2014 年）に類似している。これは，地方裁判所における争点整理手
続が必ずしも公開を前提とせずに行われる（民事訴訟法 169 条 2項）点で，
両者が似ていることから，当該手続の関係者以外であっても実際の手続をイ
メージできるようにして，家裁の手続に関与する実務家のスキルアップを図
るとともに，研究者の検討分析にも役立てることが，民事訴訟手続における
争点整理手続の場合と同様に意義があると考えたためである。
他方で，家事事件手続法施行後においても，家庭裁判所の紛争解決機能を

強化してさらに適正迅速な解決を実現することが重要な課題となっているこ
とから，本書の内容も，家事事件の実務が，より法の趣旨を踏まえつつ利用
者のニーズに適った運用へと発展していくことを願って，現実よりも多少先
に進んだ運用イメージを想定しているところもあり，その意味で，家事事件
の手続のフロンティアを切り開いていきたいとの思いを込めて，「フロンテ
ィア」という表現をタイトルに盛り込んだものである。

本書の主たる読者としては，家事事件の実務を担っている実務家（弁護士，
裁判官，家裁調査官や書記官，家事調停官，家事調停委員等）を念頭に置いてい
るが，家裁の実務に関心を持つ研究者や，司法修習生，法科大学院生など法
曹を目指している者にとっても参考になる面があると思われる。
また，本書の執筆に際し，執筆者らは，できるだけ多くの実務上の有用な
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知識と情報を読者に伝えたいという強い熱意をもって協議を重ねて取りまと
めを行った。その結果，本書はかなりボリュームのある内容になったが，ボ
リュームがあっても，物語の進行に興味を引かれてどんどん読み進めること
ができると同時に，様々な知識がまさにエピソード記憶として記憶に残りや
すいものになっていると自負している。
本書が，家事事件の実務に少しでもプラスの影響を及ぼすことができたら，

執筆者一同誠に幸甚である。
最後に，本書の企画当初から一貫して温かいご指導をいただいた，有斐閣

の山宮康弘氏，青山ふみえ氏，また，最後の仕上げにご尽力いただいた五島
圭司氏に心から謝意を表したい。

2017 年 6月
執筆者を代表して

矢　尾　和　子
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本書の利用の仕方本書の利用の仕方
1　本書の構成

本書は，エピソードを通じて家事事件の基本を身に付けることを志向して，
家事事件で比較的よく見かける実務上重要な法律問題を含む 4つの「エピ
ソード」から構成されている。前半の 2つは離婚に関わる事例，後半の 2
つは相続に関わる事例である。各エピソードはいずれもありがちな事例であ
るが，登場人物をはじめとして全て架空のものである。4つの架空の事案に
ついて，弁護士が相談を受けるところから，裁判所における各種手続を経て
解決に至る過程を，当事者双方代理人及び裁判所のそれぞれの視点から物語
風に視覚化している。
架空の事件ではあるが，事案を作成するに当たっては，各執筆者が扱った

事件の体験を踏まえて裁判官と弁護士が合議した上で，できるだけ現実にあ
りそうな事例を作り上げている。当事者とのやりとりの再現についても，執
筆者が自ら弁護士や裁判官，調停委員としてその場に臨んだら発言するであ
ろうことを想像して記載し，各シーンに臨場感を持たせるようにしている。
ただし，解決に至る過程や結論には，本来こうあるべきという理想的あるい
は希望的な進行，結論を採用したところも多少含まれている。
離婚についての「Episode 1」は，主に夫婦間の財産分与，慰謝料，婚姻

費用が問題となっている。「Episode 2」では，離婚の際の子供に関する法
律問題として子の引渡し，親権，面会交流などが問題となっている。
相続についての「Episode 3」は，被相続人が亡くなる前の財産の管理に

関わる成年後見の申立てから，相続開始後の遺産分割における法律問題が扱
われている。「Episode 4」は，遺言が存在する場合の相続について，遺言
書の作成から相続開始後の遺言執行者の活動，遺留分減殺請求が扱われてい
る。
それぞれの物語の進行に応じて，網掛けの囲み記事の中で関連する民法な

どの実体法や家事事件手続法などの手続法の基礎知識，実務の運用などの解
説を加えている。さらにコラムとして，実務上注意を要する点や，少し高度
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な応用的な問題を載せている。

2　各事案の概要

（1）　婚姻費用及び財産分与等離婚給付をめぐる争い～ある会社経営者の離婚～
Episode 1は，既に成人した子供がいる資産家夫婦の離婚の事案である。

初め夫が離婚を希望していたが，後に夫の浮気が判明し，離婚については夫
の側に原因がある。夫は会社を経営しており，その会社の株式のほか不動産，
預金等の財産を有している。夫から妻に対し離婚調停の申立てがなされたと
ころ，妻から婚姻費用分担の調停申立てがなされた。家庭裁判所では，離婚
（夫婦関係調整）と婚姻費用分担の調停を同時に進めることになった。調停で
は，特有財産の評価や夫の経営する会社の株式の取扱いなど主に財産分与が
問題となった。

（2）　監護・親権・面会交流をめぐる争い～親子関係の再構築を目指して～
Episode 2は，妻が 7歳と 5歳の子供を連れて家を出たことから，夫が，

子の引渡しのための法的手続を申し立てた事案である。夫は妻に対し，子の
引渡し及び監護者指定の審判を申し立てるとともに，子の仮の引渡しと仮の
監護者指定を求める審判前の保全処分を併せて申し立て，それらの手続が同
時に進められた。その後，その審判の手続の流れの中で，妻から別途離婚調
停の申立てがなされ，親権者（監護者）の指定と夫と子との面会交流を含め
た離婚条件についての協議が行われることになった。

（3）　成年後見の申立てと遺産分割紛争～同族会社の株式をめぐるお家騒動～
Episode 3は，母親の遺産をめぐる兄妹（弟）による遺産分割の事案であ
る。被相続人である母親は，生前，妹が引き取って面倒を見ていたが，その
財産の管理に問題があるとして，兄が成年後見の申立てをして，開始決定が
なされたが，その直後に母親は亡くなり，相続が開始した。母親の遺言は存
在せず，遺産分割について相続人間で話がまとまらなかったことから，兄か
ら遺産分割の調停が申し立てられた。調停では，不動産や兄が継いだ父親の
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創業した会社の株式の評価，母親から妹への特別受益，妹の寄与分の扱いな
どが問題となった。

（4）　遺言書をめぐる相続紛争～前妻の子と後婚の妻の対立～
Episode 4は，再婚した妻に頼まれて遺言を作成した被相続人の相続開

始後に，後婚の妻と前妻との子である長男との間の相続関係に関する争いの
事案である。被相続人は後婚の妻とその妻との間の子（長女），さらにその
長女の子（孫）に財産を全て相続させる内容の遺言書を作成しているが，被
相続人と長男とは生前金銭をめぐってトラブルがあった。そのため被相続人
はそのトラブルを理由として，遺言によって推定相続人の廃除をしており，
相続開始後，遺言執行者により推定相続人廃除の審判の申立てがなされてい
る。さらに，被相続人の遺言は長男の遺留分を侵害する内容であったことか
ら，長男からは遺留分減殺請求がなされており，遺留分についても問題とな
っている。

3　本書の読み方

冒頭で述べたように本書の 4つのエピソードは，それぞれ①物語部分，
②解説部分，③コラム部分で構成されている。冒頭には，各事案の主な登場
人物を掲げてある。

（1）　物語部分
物語部分の各エピソードは，手続の流れに従っていくつかのシーンに分け

られている。いずれも依頼者が弁護士に相談するシーンから始まる。家族な
どの関係図や時系列表などを掲げているので，冒頭で大まかな事案の概要が
分かるはずである。それぞれの事案で，当事者及び関係者の立場から物語が
進み，解決に至るまでの過程ができるだけ忠実に描かれている。
当事者とのやりとりの中で弁護士や裁判所が提出を求めている資料等は，

必ずしも当該事案に限ってのものではなく，他の事件でも一般的に必要とさ
れるものがほとんどである。実際の事件においては，それらの資料の有無を
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本人に確認し，存在するものを本人から直接，あるいは弁護士自ら取得する
ことになる。
家事調停における調停委員とのやりとりや，手続代理人の関わり方は，司

法修習生などとして調停に立ち合う機会がなければ，なかなか外部からは想
像しにくいところと思われる。本書におけるやりとりは，執筆に当たった裁
判官や弁護士が実際の事件に直面した際に発言する内容を予想して記載した
ものであり，実際の事件でも同様のやりとりがなされていると考えてもらっ
てよい。
また，掲載している調停の申立書や主張書面，審判書なども，各執筆者が

それぞれの立場で実際の事件のつもりで起案したものである（目次にエピソ
ードごとの書式一覧を掲載している）。特に家事事件の主張書面については，
その記載の仕方に決まった形があるわけではないが，単に当事者の言い分を
時系列に従って記載するだけでは足りないのであり，手続代理人となった際
に，形式面を含め自分が起案する際の参考にして欲しい（ただし，特に主張
書面におけるインデントなどのレイアウトは書籍上の制約から実際に裁判所に提

出するそのままではないことに留意されたい）。

（2）　解説部分

離婚の相談者からの聴取りにおける留意点

1　聴取りにおける心構え～相談者との信頼関係を構築するために～

各シーンの物語の終わりには，必要に応じて網掛けの囲み記事の中でその
シーンに関係する法的知識などの解説が加えられている。最初のうちは，解
説は読み飛ばして物語の結末まで読み進め，まずは手続の全体像を理解する
ようにするとよいであろう。
解説では，それぞれのシーンで関係する法律の基礎知識や，問題点につい

て説明がなされている。特に実務上の重要な問題点については，次のように
「ポイント　～の実務」として解説している。
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　　　　婚姻費用分担調停・審判の実務──算定表の考え方  
1　婚姻費用の基礎知識

物語の全体像をつかんだら，それぞれのシーンの中で行われていることの
実体法上の意味や手続法上の位置付けを，各引用条文を参照しつつ確認して
おくことが求められる。
エピソードを通じて家事事件の基本を身に付けるという本書の性格上，解

説では，各シーンの理解に必要な基本的な事項や重要な点について述べられ
ている。したがって家事事件全般について網羅的に説明したり，各問題点に
ついて掘り下げて考察を加えたりすることはしていない。解説で取り上げた
各項目のうち特に重要と思われる問題については，主要な参考文献を掲載し
ているので，より深く，また広く検討したい場合にはそれらの参考文献と，
そこに引用されている文献を参照されたい。

（3）　コラム部分

　調停前置主義（家事 257条 1項）

離婚訴訟を提起する前には家事調停を経なければならないとされている（調停

コーヒーブレイクとして，解説とは別にコラムが掲載されている。コラム
では，実務上注意すべき点や，各シーンに関係する少し高度な応用的な問題
にふれている。必要に応じて参照するとよいであろう。

4　家事事件に取り組むに当たり

家事事件は実務の経験年数を問わず，扱うことが多い事件類型と思われる。
法律家が家事事件を扱う難しさ，重要性については，はしがきで述べられて
いるとおりである。家事調停などにおいて家事事件を解決するためには，多
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くの場合，粘り強い忍耐力と根気を要する。裁判官や弁護士，調停委員の言
動によって当事者の人生が大きく変わったり，人生自体が決まったりするこ
とも少なくない。とりわけ弁護士は，そのやる気や頑張りで，夫婦が離婚す
ることになったり，一方の親が子供の親権を失ったり，あるいはそれらの逆
の結果をもたらすことになる。弁護士があきらめれば，簡単に夫婦が離婚す
ることになったり，父親が親権を失ったりすることになる。逆に弁護士のや
る気や頑張りのために，当事者がいつまでも新しい人間関係を築くことがで
きず，かえって事件がこじれることもある。自力救済など弁護士倫理上の問
題に直面することも多い。このように家事事件に関わる弁護士の役割は重要
であり，その責任は極めて重い。
本書は手続の流れに従って家事事件の基本的な知識を身に付けることを志

向しているが，家事事件を扱うに当たっては，民法などの実体法や家事事件
手続法などの手続法を理解しているだけでは十分でないことは言うまでもな
い。家族法や手続法，判例などの正しい法律知識を身に付けるとともに，
様々な人生経験を多く積むことによって，人間に対する洞察力を磨く必要が
ある。これまで自らが直接的あるいは間接的に経験してきたことを総動員し
て事案に当たって，ようやく当事者の心を動かし，問題の解決に至るという
こともある。
家事事件に取り組むに際しては，常に，謙虚に研鑽を続ける努力が求めら

れているといえる。
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凡　　例

1　法令名等の略記
　本文中で略記した法令名は，以下のとおり。なお，（　）内の法令名は，原則と
して有斐閣『六法全書』巻末の「法令名略語」によった。
 
　家事　　　家事事件手続法　　　　　　保険　　　保険法
　家事規　　家事事件手続規則　　　　　一般法人　一般社団法人及び一般財団
　民訴　　　民事訴訟法　　　　　　　　　　　　　法人に関する法律
　人訴　　　人事訴訟法　　　　　　　　任意後見　任意後見契約に関する法律
　民調　　　民事調停法　　　　　　　　後見登記　後見登記等に関する法律
　民執　　　民事執行法　　　　　　　　人保　　　人身保護法
　民　　　　民　法　　　　　　　　　　弁護　　　弁護士法
　不登則　　不動産登記規則　　　　　　公証　　　公証人法
　信託　　　信託法　　　　　　　　　　税通　　　国税通則法
　戸　　　　戸籍法　　　　　　　　　　相税　　　相続税法
 

2　主要文献略語
● Episode 1
東京・大阪養育費等研究会・提案
東京・大阪養育費等研究会「簡易迅速な養育費等の算定を目指して──養育
費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」判タ 1111 号（2003 年）285 頁
松本・婚姻費用分担事件の審理
松本哲泓「婚姻費用分担事件の審理──手続と裁判例の検討」家月 62巻 11
号（2010 年）1頁
東京家事事件研究会・実務〔執筆者〕
東京家事事件研究会編『家事事件・人事訴訟事件の実務──家事事件手続法の
趣旨を踏まえて』（法曹会，2015 年）
岡・諸問題
岡健太郎「養育費・婚姻費用算定表の運用上の諸問題」判タ 1209 号（2006
年）4頁
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凡　　例

● Episode 2
小田ほか・遺産分割事件の運用
小田正二 =山城司 =小林謙介 =松川春佳 =上野薫 =長門久美子「東京家庭裁判
所家事第 5部における遺産分割事件の運用──家事事件手続法の趣旨を踏ま
え，法的枠組みの説明をわかりやすく行い，適正な解決に導く手続進行」判タ
1418 号（2016 年）5頁

● Episode 4
新版注釈民法（28）〔執筆者〕
中川善之助 =加藤永一編集『新版注釈民法（28）相続⑶〔補訂版〕』（有斐閣，
2002 年）
金子・逐条解説
金子修編著『逐条解説家事事件手続法』（商事法務，2013 年）

3　判例集・雑誌名略語
　民　集　　最高裁判所民事判例集
　高　民　　高等裁判所民事判例集
　下民集　　下級裁判所民事裁判例集
　家　月　　家庭裁判月報
　判　時　　判例時報
　判　タ　　判例タイムズ
　金　判　　金融・商事判例
　金　法　　金融法務事情
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